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特　　集

非技術的知財のマネジメント

　抄　録　日本経済の長期にわたる低迷に直面し，産業界においては従来型のビジネスモデルが見直
されるとともに，新たな成長モデルが模索されている。ビジネスモデルの策定時に活用が期待されて
いるデザイン思考の実践の場では，経験デザインのイノベーションが重視されているが，経験デザイ
ンに密接に関連する非技術的知財のマネジメントにおいては，需要者／市場に対する洞察力やそれを
的確に表現する論理構築能力が欠かせない。知財権ミックス戦略によるブランディング支援，エスノ
グラフィーによる需要者特性の把握，トゥールミンモデルによる論理構築など，あらたな手法を駆使
するマネジメントの実践が求められる。

鈴 木 公 明＊
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1 ．	はじめに

日本経済の長期にわたる低迷に直面し，産業
界においては従来型のビジネスモデル，特に技
術主導による事業創造の限界が指摘され，新た
な成長モデルが模索されている。その背景には，
キャッチアップ型ビジネスモデルの限界，国内
マーケットの縮小傾向，消費行動の多様化など
があり，経済発展の主要な動因として，改めて
イノベーションの重要性が指摘されている。
イノベーションのプロセスにおいて，そのデ

ザイン１）対象となる要素は，（Ａ）組織デザイン，
（Ｂ）製品デザイン，（Ｃ）経験デザイン，の３
領域に類型化することができる（図１）。（Ａ）
組織デザインには，収益モデル，ネットワーク，
組織構造およびプロセスの各デザインが包含さ
れ，企業内業務やビジネスシステムのイノベー
ションに注力する領域である。（Ｂ）製品デザ
インは，製品の性能および製品システムの各デ
ザインを包含しており，提供する製品のイノベ
ーションに注力する領域である。そして，（Ｃ）
経験デザイン領域には，サービス，流通経路，
ブランドおよび顧客への約束の各デザインがあ
り，顧客が接する要素に注力する領域である。
図１に示されるように，事業活動を支えるイ

ノベーションは組織，製品，経験の広い領域に
わたって発生し得るものであり，事業を成功に
導くためには，これらの各領域におけるイノベ
ーションにより事業を総合的にデザインし，そ
れぞれのレベルにおける付加価値を事業全体と
しての収益に結び付ける必要がある。
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しかしながら，多くの日本企業は高度経済成
長以降，専ら（Ｂ）製品デザインにおけるイノ
ベーション，特に技術革新に基づく製品開発に
注力し，主としてその国内販売網の構築，拡充
という側面から（Ａ）組織デザインのイノベー
ションに取り組んできた。このため，製品・サ
ービスを開発する以前に必要な，顧客が求める
真の価値を見極める局面や，商品・サービスの
価値を的確に顧客に伝えることにより現実の購
入行動に誘導する局面で重要な役割を果たす
（Ｃ）経験デザインのイノベーションにおいて
後れをとり，その結果，国際競争力が低下する
に至ったものと考えられる。したがって，日本
経済の発展のためには，日本企業が（Ｃ）経験
デザインにおけるイノベーションを強力に推進
することが必要である。
そこで本稿では，（Ｃ）経験デザインにおけ
るイノベーションの取り組みに対し，知財業務
がどのように関わり，貢献し得るのかについて
検討し，特に知財戦略論において取り上げられ
る頻度が低い「非技術的知財３）」に焦点を合わ
せ，今後の知財業務の方向性と可能性について
提言する。

2 ．	日本企業の知財経営

2．1　技術経営と特許業務

（1）技術経営の現状
企業経営における技術革新に関する議論とし
て，1930年代にシュンペーターは，イノベーシ

ョンと起業家精神とが経済発展をもたらすと論
じた。彼の議論においては，イノベーションと
は技術革新に限られない概念であったが４），以
後，基本的に市場化され得る新技術（発明）こ
そがイノベーションであるとの認識が普及し，
その性質やインパクトの大きさにより，持続的
イノベーション５）と破壊的イノベーション６）な
どと区別されてきた。
この考え方はクリステンセンに承継され，破

壊的イノベーションの発生パターンとして，既
存市場において比較劣位の技術に基づく商品
が，構造の単純さ，低価格，使い勝手の良さな
どを優位性の糧として，市場上位に食い込み得
ることや，すでに成功している企業は既存の顧
客関係，利益構造から脱却できず，「イノベー
ションのジレンマ７）」が発生すること等が論じ
られた。
一方，我が国では高度経済成長期の代表的な
成功モデルとされる垂直統合モデル，すなわち
自前主義で新技術を開発し，マーケティングに
よって確実に売れる商品企画を見極め，付加価
値の高い製品を市場に送り出して利益を上げ
る，そして技術革新から投資回収までの意思決
定が計画的で一方向に流れていくというビジネ
スモデルが追求されてきた。
その後，垂直統合モデルのビジネス展開に陰
りが見られるようになり，新たな技術経営のあ
り方としてオープンイノベーションが提唱され
た。企業の境界を超えて自社の内外を問わず有
用な物的・人的資源，とりわけ大学や研究機関

図１　イノベーションの領域２）
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を活用することにより，最適な資源配分のもと
に技術革新を起こそうとする考え方である。
しかしながら，ここ数十年の我が国経済の低

迷を考えれば，技術革新主導により（Ｂ）製品
デザインのイノベーションにのみ注力するビジ
ネスモデルは，もはや限界に達していると言え
る。

（2）特許業務の現状
長期にわたる景気低迷に直面し，技術力で勝

る日本企業が，なぜ事業で負けるのか，という
問題意識が近年提示されている。日本企業が画
期的な発明に基づき，画期的な製品を市場に投
入することで，当初は圧倒的な技術力により市
場シェアを獲得するものの，その後新興諸国の
企業が参入して市場が拡大する頃にはシェアを
落としていく，というパターンが複数の製品分
野で繰り返し発生したためである。
日本が技術開発力に優れ，特許を大量に取得
しながら，国際ビジネスの場では欧米企業の後
塵を拝すこととなる背景には，欧米企業がいち
早く垂直分業を分離し，新興国企業との間で戦
略的に国際分業をしている実態がある。さらに，
この国際分業のエコシステムの中で，全体をコ
ントロールでき，かつ利益が集中するポイント
に自社を位置づけることが，国際ビジネスで勝
利をおさめるためには必要である。
この状況を踏まえ，日本企業の再浮上策とし
て，妹尾は開発した新技術を手に「どうやって
商品化するか」という垂直統合的自前主義，す
なわち伝統的技術経営論の発想から離れ，①製
品特性（アーキテクチャ）に沿った急所技術の
開発，②「市場の拡大」と「収益確保」を同時
達成するビジネスモデルの構築，③独自技術の
権利化と秘匿化，公開と条件付きライセンス，
標準化オープン等を使い分ける知財マネジメン
トの展開，を提唱している８）。
そして，ビジネスと知財との関係については，

垂直統合型ビジネスモデルに適合する，まず創
造ありきの「知的創造サイクル」だけでなく，
将来の事業構想から逆算して必要な資源を調達
する「事業構想サイクル」によるビジネスモデ
ルの構築が必要であると指摘している。
そこで近年では，開発技術を独占する視点の

みでなく，技術の標準化戦略と特許戦略とを融
合させ，技術を普及させるために特許を無償開
放するなどの方策が採用されるようになった。
すなわち，オープンとクローズの組合せによる
市場形成と技術独占とのバランスを図りながら
利益機会を創出するための特許戦略が注目・実
践されている９）。

2．2　ブランド経営と商標業務

（1）ブランド経営の現状
ブランドマネジメントは世界中のMBA等で
正規科目の位置づけを得て，その標準的なマネ
ジメント理論10）は我が国でも普及している。
ブランド戦略は一般に，①（旧財閥系グルー

プのように）単一の名称を冠として統一イメー
ジを追求する戦略，②企業ブランドの価値を維
持・向上させつつ，商品ラインに応じてブラン
ドを拡張する戦略，③企業名を前面に出さず，
商品ラインごとにブランドを訴求する戦略，な
どに分類され，これまでに多様な戦略が提唱，
実践されている。
どのような戦略を採用するとしても，企業が
ブランドに求める基本的な機能は同種商品・サ
ービスとの差異化であり，特定の信頼を伴った
ブランドとして認知，想起されることにより他
と識別され，選択購入されることを目指してブ
ランドマネジメントの取り組みが行われる。
我が国でも，従来得意としてきた技術経営に
加え，ブランドマネジメントが実践されている
が，現実の企業経営におけるブランドマネジメ
ントには未だ課題がある。
例えば，これまで業界トップに君臨してきた
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消費財メーカーは，第二次世界大戦後に卸問屋
の特約店化や小売販売店の系列化などによる垂
直型流通チャネルの構築に成功したため，実質
的にはB to Bビジネスとして高度成長時代に繁
栄を謳歌した。しかしながら，逆にその成功ゆ
えにB to Cビジネスに必須のブランド戦略への
取り組みが遅れているという指摘がある11）。
すなわち，化粧品業界においては，企業ブラ
ンドの価値を維持するために，戦略的に商品ラ
インごとに多様なブランドを展開し，メインブ
ランドのイメージを守りながら売上に貢献して
きたものの，結果としてそのような多くのブラ
ンドが消費者の心に定着しないまま廃れてしま
う事態も観察される。
また，自動車業界においても，販売店の系列
ごとに取り扱い車種を限定する手法はカニバリ
ズムを防ぐため，新ブランド投入時に既存の系
列店からの不満を抑えることはできるものの，
系列ごとの一貫したブランドイメージが構築さ
れているとは言い難い。
一方，家電業界は量販店などの台頭により既
存の流通網が機能しなくなった結果，早い段階
からB to Cビジネスに移行したものの，羽のな
い扇風機や掃除ロボットなどのヒット商品につ
いて，日本企業にも技術やアイデアがありなが
ら外国勢が商品化の先鞭をつけたことに象徴さ
れるように，消費者心理の洞察の上に構築すべ
きブランド戦略において苦戦している。
これらの状況は，（Ｃ）経験デザインのイノ
ベーションとして取り組まれるべきブランド戦
略が，専ら流通チャネルの構築の観点から，す
なわち（Ａ）組織デザインのイノベーションと
して取り組まれてきたことを示しており，既存
の成功システムから脱却できない「イノベーシ
ョンのジレンマ」に陥った結果であるというこ
とができよう。

（2）商標業務の現状
ブランドマネジメントと商標マネジメントと

は，①ネーミング，②商標登録可能性の判断，
③商標登録出願と登録（権利化），④ブランド
名／商標権の維持・管理，⑤模倣品排除，の各
局面において密接に関連する。また，④ブラン
ド名／商標権の維持・管理業務には，商標の普
通名称化・慣用商標化の防止のための各種取り
組みが含まれる12）。
ところで，ブランドマネジメントの基本の一
つに，統一性のあるメッセージを一貫して消費
者に伝えるという観点があり，例えば高級自動
車メーカーはフロントグリルに特徴的かつ一貫
性のあるデザイン（立体形状）を採用し，一目
でそのブランドの自動車であることを消費者に
訴求している13）。
しかしながら，商標法の領域では一般に，立

体的に表された特定の商品の立体形状は，その
商品が含まれる指定商品において使用しても，
当該商品を容易に認識させるため，取引者・需
要者は単に商品の一形態を表示するものと理解
し，自他商品の識別標識として認識し得ないと
され，立体商標としての登録を受けることがな
かったため，立体形状に関する長年にわたる継
続的ブランドマネジメントを法的に保護する枠
組みに欠けていたと言える14）。
このようなブランドマネジメントと商標権と
の関係においては，近年の立体商標に関する判
決が，立体形状を活用するブランドマネジメン
トに対する従来の法的保護の空白を埋めるもの
であり，注目に値する。いわゆるＹチェア事件15）

において，使用により自他商品識別力を獲得し
た肘掛椅子の立体形状が，商標法３条２項の規
定により指定商品を「肘掛椅子」として商標登
録を受けることができるものとされたことが，
ブランドマネジメントにおける商標権の位置づ
けに大きな影響を与えるからである。
さらに，2015年４月に施行される商標法にお
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いて，「人の知覚によって認識することができ
るもの」として，従来の商標の定義である「文
字，図形，記号，立体的形状若しくは色彩又は
これらの結合」を位置付け直した上で，新たに
音，動き，ホログラム，色彩のみ，位置が保護
対象として扱われることとなり，いわゆる新し
い商標の権利化が可能になったことも，ブラン
ディング活動における商標権活用の幅が大きく
広がることとなった。諸外国においては既に，
音の商標としてインテルや久光製薬のジングル
（OHIM，米，豪で登録。以下同じ），Aflacのア
ヒル声「Aflac」（米），香りの商標としてテニ
スボールに芝の香り（OHIM），自動車オイル
にストロベリーの香り（米），触感の商標とし
てワインボトルにベルベットの触感（米）など
が登録されており，我が国でもこのような新し
い類型の商標の権利化と活用が期待されてい
る。

2．3　デザイン経営と意匠業務

（1）デザイン経営の現状
我が国でデザインという用語が用いられる場
合，ファッションデザイン，プロダクトデザイ
ンなど，工業的に量産できる製品の外観を意味
することが多い。そして，デザインを保護する
ための代表的な法制度として，しばしば意匠法
があげられる。
一方，経営戦略の視点からデザインを見た場
合，企業におけるファッションデザイン，プロ
ダクトデザインのマネジメントは，企業ごと，
商品ごとにさまざまであり，未だ体系的な，あ
るいは標準的なデザインマネジメント理論が提
唱され，定着するには至っていない。
また，デザインマネジメントは通常，（Ｃ）
経験デザインの領域におけるイノベーションと
して，プロジェクトごとに製品開発部門やデザ
イン事務所が取り組むものであるが，意匠法は
そのような取り組みの結果として生み出された

成果のうち，製品の外観の保護を提供する制度
にとどまっている。

（2）意匠業務の現状
知財戦略の観点から，意匠戦略と呼べるよう
な体系的な理論の提示は現在までになされてお
らず，従来の議論は，関連意匠制度，部分意匠
制度等の活用法を提示する戦術レベルの検討に
とどまっている16）。
しかしながら，平成10年の法改正によって部
分意匠の制度が導入されたことにより，意匠登
録出願においても，特許網を張り巡らせるため
に特許請求の範囲を入念に検討するのと同様の
戦略性が問われるようになった。そこで，ここ
では部分意匠による出願戦略の基本となる考え
方を提示する。
部分意匠の出願においては，意匠登録を受け
ようとする部分の構成要素が多いほど拒絶され
にくいという一般的傾向が想定されるため，拒
絶・無効を避ける観点からは，物品中のできる
限り大きい領域を実線部分として設定すること
が有利である。
逆に，その構成要素が少ないほど権利の効力
範囲が広くなるものと期待されるところである
が，この点は必ずしも明確ではない。意匠権は
侵害訴訟を提起して初めて実質的な権利客体で
ある「要部」が明確になるため，出願時に意匠
登録を受けようとして表した部分のうちどの範
囲が裁判所で要部と認定されるかを，出願時に
予測することが困難なためである。
これらの事情と化粧用パフ事件17）等を踏ま
え，包含関係を有する複数の部分意匠を出願す
るメリットが提示，推奨されている18）。ここで
包含関係を有する複数の部分意匠とは，ある部
分意匠の実線部分が他の部分意匠の実線部分の
一部とちょうど重なる関係を指す。
化粧用パフ事件を概説すると，図２において，

Ａは楕円形の薄板状の本体を，Ｂは多数の突起
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から構成されるブラシ部を，Ｃは本体の短軸の
両端付近縁部の突出部を，Ｄは何らかの形状を
持つ把持／保持部を指しているものとして，実
際の登録意匠を図３において登録意匠２（Ａ＋Ｂ
＋Ｃ）と表せば，侵害事件で認定された要部を
当初から部分意匠として登録された場合を登録
意匠１（Ａ＋Ｂ）が，包含されていることになる。
直感的には登録意匠１は登録意匠２よりも権
利範囲が広いと想定されるが，実施品ハに対す
る権利行使では，相対的に立証が困難となる逆
転現象が生じることが示されており，包含関係
を有する複数の部分意匠の登録を得ることによ
り，①新規性に係る拒絶／無効リスクの問題，
②実質的な権利客体が明確になるタイミングの
問題，および③権利特定事項と権利侵害の論証
性の問題への対処が可能となる。
従来，プロダクトデザインの外観を保護する
こと以上の戦略性を見出し難かった意匠権であ
るが，今後は包含関係にある複数の部分意匠を
駆使することにより，特許業務と同様の戦略的
な意匠業務の展開が期待できよう。

3 ．	新しい事業戦略の方向性

3．1　経験経済下のマーケティング

技術革新に基づく機能追加による高付加価値
化という従来型のイノベーションや，プロダク
トデザインによる商品の差異化という伝統的な
マーケティングの路線は，（Ｂ）製品デザインの
イノベーションに適応してきた。これに対し，
20世紀末以降，タッチポイントにおける顧客の
経験に注力すべきこと，すなわち（Ｃ）経験デザ
インのイノベーションに注目する，新たなマー
ケティング観が現れてきた。たとえばパインⅡ
とギルモアは，ある時代において顧客に提供す
る価値の源泉としてデザインされる対象が，そ
の経済を特徴づけるとする考え方を示した21）。
彼らは，まずどのようなコモディティ（代替

可能な一次産品）を選択するかによって提供す
る商品や価格が決定される「コモディティ経済」
の時代があり，その次に，製品の機能や外観が
デザインの対象となる「製品経済」，そして製
品の提供の仕方や，物理的実体を伴わないサー
ビスがデザインされる「サービス経済」が出現
し，サービス経済の次に来るのは顧客の経験を
デザインする「経験経済」である，としている。
顧客に提供する経済価値を実現するために選
択する対象が，コモディティから経験となる変
遷の中で，経済システム，機能，その他の経済
に関わる各要素も大きく変化してきた結果，経
験経済の下では，サービス，製品は，提供する
経験の構成要素の位置づけになるものと考えら
れる（表１）。
表１の最右欄の記載から，経験経済下におい
てビジネスで成功するパターンは，顧客の「感
動」を呼び起こすような「演出」の下で，「一
定期間」見ることのできる「個人的」で「思い
出に残る」ような「経験」を提供するものであ
ることが示される。そして，そのようなビジネ

図２　化粧用パフ事件における意匠の構成要素19）

図３　部分意匠の構成要素と権利行使の容易性20）
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スにおいては，顧客と企業の関係は「ゲスト」
と「ステージャー」の関係になっているのであ
る22）。
このような経済の歴史的変遷を受けて，伝統

的なマーケティングのツールである4P分析が，
主として供給側の視点から機能・便益を中心に
分析する枠組みであったことの反省に立ち，90
年代末に需要者の視点を重視する経験価値マー
ケティングが提唱された。経験価値マーケティ
ングは，需要者が消費行動によって得る総体的
な価値を戦略的経験価値モジュール（表２）に
基づいて分析することを基本的コンセプトとし
ている23）。4P分析による機能便益アプローチに
対し，経験価値分析は需要者の経験する価値に
基づく，情緒便益アプローチであると言うこと
ができる。
経験デザインに成功した欧米企業の例として
アマゾン，ナイキ，ハレーダビッドソン，スタ

ーバックスなどが知られている。このうちスタ
ーバックスは，単に入れたてのコーヒーを提供
するだけではなく，職場でも家でもない第三の
場所，すなわち「顧客の隠れ家」における経験
を提供することで顧客の支持を勝ち取ったとい
える。スターバックスは，この第三の場所を探
り当てたことにより，「スターバックスのある
生活（ライフスタイル）」を提供するに至って
いる24）。また，日本企業でも近年，経験デザイ
ンを意識した取り組みとして，オムロンヘルス
ケア「血圧みまもり隊Medical LINK」，日立シ
ステムズ「Smart Business Gateway」，デンソ
ー「ユーザー中心研究開発プロジェクト」，リ
コー「インド農村部でのBOP project」，コクヨ
ファニチャー「Creative Lounge MOV」，任天
堂「Wii」などが成功事例として報告されるに
至っている25）。

表１　デザイン対象の変遷と経済価値の関係26）

経済価値 コモディティ 製品 サービス 経験
経済システム 農業経済 産業経済 サービス経済 経験経済
経済的機能 抽出 製造 提供 演出
売り物の性質 代替できる 形がある 形がない 思い出に残る
重要な特性 自然 規格 カスタマイズ 個人的
供給方法 大量貯蔵 在庫 オンデマンド 一定期間見せる
売り手 取引業者 メーカー サービス事業者 ステージャー
買い手 市場 ユーザー クライアント ゲスト
需要の源 性質 特徴 便益 感動

表２　戦略的経験価値モジュール27）

Sense（感覚的経験価値）美や興奮に関する顧客の感覚に訴求する感覚的要素
Feel（情緒的経験価値） 気分や感情に影響を与えるための感情的刺激

Think（認知的経験価値）驚き，好奇心，挑発などを組み合わせ，顧客の創造的な志向に訴求する方向指示
型と結合連想型のアプローチ

Act（行動的経験価値） 行動やライフスタイルの代替的なパターンを示唆することで肉体的経験価値を高
め，社会的相互作用を高めること

Relate（関係的経験価値）顧客個人の自己とブランドの中に反映されている幅広い社会や文化の文脈とを結
びつけ，顧客のための社会的アイデンティティを構築すること
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3．2　デザイン思考によるイノベーション

ビジネスの成功にはイノベーションが欠かせ
ないが，（Ａ）～（Ｃ）のいずれの領域における
イノベーションであっても，イノベーションと
は創造的にビジネス上の問題を解決するプロセ
スである。イノベーションプロセスが探求され
る中で近年，デザイナーのような考え方により
創造的に問題解決を実現すること，すなわち「デ
ザイン思考」によるイノベーションに注目が集
まっている28）。その背景には1990年代からデザ
イン思考によるイノベーションを実践してきた
米デザインファームIDEO29）による実践の歴史
がある。
ここで，デザイン思考における「デザイン」は，
単に商品・サービスを差異化するための要素を
意味するものではない。デザイン思考とはエス
ノグラフィー（4．1で後述する。）などに基づき，
（しばしば明確に認識されていない）顧客の真
の願望に迫るインサイト（洞察）を得て，各種
専門家のチームがブレイン・ストーミングやラ
ピッドプロトタイピングなどを含む様々な知的
協業を行うことにより，事業構想・商品企画を
創造的に行うためのフレームワークである30）。
デザイン思考によるイノベーションは，顧客

インサイトから出発し，様々なバックボーンを
持ったメンバーのチームワークによりイノベー
ションを実現させるため，技術革新のための論
理的思考法とは異なる特徴を有している（表３）。
最近のデザイン思考による製品開発の成功例

として，銀行ATMのリデザインが報告されて
いる（図４）。
国際的銀行であるBBVAは，顧客のニーズに

基づき，ユーザー経験を考慮した機器システム
を開発するプロジェクトをIDEOと協力して立
ち上げたが，担当するデザインチームは，まず
顧客のニーズを深く理解するために，米国ほか
数か国で自行および他行のATMユーザーにイ

ンタビューし，その利用状況を観察した結果，
操作時にパーソナルな空間を作ろうとする行動
や順番待ち行列のでき方などの多様な実態を把
握した。チームはさらにガソリンスタンドや電
車の切符販売機のようなセルフサービスの経験
をも調査した。
これらの調査を通じて得たインサイトに基づ

き，既存のATMが提供するほとんどの機能を
満たし，新しいセルフサービスの流れを有する
ATMを開発するための方針を定めた。それは，
シンプルで自由度があり，直観的に操作できる
ATMを目指すものであった。また，ラピッドプ
ロトタイピングの後に，ストーリーテリング32）

を用いることにより，新しいATMに対する理
解を深め，着想を新たにすることができた。
その結果開発されたATMは，プライバシー
問題を改善し，利用者が背後に並ぶ行列に感じ
るストレスをなくすために，行列に対し90度の
角度で設置され，半透明パネルで目隠しされる
ものとなった。また，使い勝手を向上させるた
めに，すべての操作がタッチスクリーン上で完
結するようにし，現金とレシートは一つのスリ

表３　デザイン思考の特徴31）

訓練された創造性の発揮。
人間中心に合わせた焦点。
環境中心に据えた関心。
視覚化能力の発揮。
勇気づけられた楽観主義。
適用可能性へのこだわり。
多面的能力を発揮する傾向。
総合的なビジョン。
ゼネラリストの視点。
言語をツールとして操る能力の発揮。
チームワークとの親和性。
二者択一の必要を避ける（両立する）融通性。
おのずから達成される実用性。
定性的情報に基づいて体系的に開発する能力の発
揮。
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ットから出入りする構造で，画像表示と機器内
部の動作や実際の現金等の出入りとがビジュア
ルに連動し，利用者に安心感を与えるものとな
った。
チームはまた，デザインコンセプトが技術開

発，構造設計，実装という開発プロセスにわた
って維持されるよう，機器メーカーであるNCR
および富士通の協力を得て，機器が設置されて
いる壁を通して機器内部に現金等を供給する新
しい内部機構を開発した。
チームが「もし，アップルがATMを開発し

たらどうなるか」と考えて取り組んだ結果，デ
ザイン思考により画期的な製品が開発された事
例である。

デザイン思考によるイノベーションの成功例
として，これまで欧米における事例が多く報告
されてきたが，我が国においても実践が始まっ
ており，デザイン思考に基づく組織デザインの
成功例として，サイバーエージェント「新事業
創造制度」，Yahoo! Japan（ヤフー）「現場への
意思決定の委譲」等の事例34）が，また，デザイ
ン思考に基づく新規市場創出の成功事例とし
て，コクヨファニチャー「マドレ」，リコー
「THETA, MultiLink-Panel」，富士ゼロックス
「DocuWorks ドキュメントトレイ　オプショ
ン」，ブリジストン「ゼロ・スパイク　バイター」
等35）が報告されている。
従来，デザインは技術に対する補完的資源で
ある「プロダクトデザイン」を意味するものと

して認識されがちであったが，現在ではイノベ
ーションと創造的な事業戦略構築に貢献する
「デザイン思考」の背景にある思考様式である
と認識されつつある。
デザイン思考は事業戦略の構築や商品開発の

局面にパラダイムシフトをもたらし，その多面
的・総合的性格は，イノベーションの発生プロ
セスを大きく変化させるものである。従って，
イノベーションの成果を保護し，ビジネスを支
援する知財戦略においても，このパラダイムシ
フトに対応するために全体的な見直しの必要が
生じている。

4 ．	非技術的知財戦略の展開

4．1　知財権ミックス戦略36）

現行の知財制度の多くは，農業経済から産業
経済の時代に基本的構造が整備されたものであ
るため，コモディティや製品レベルの知財の保
護には力を発揮できる。しかしながら，現在は
サービス経済を経て経済価値の中心が顧客の経
験に移行した経験経済の時代となってきている
ため，知財戦略もまた，経験経済に対応するよ
う進化を遂げる必要が生じているものと考えら
れる。そこでここでは，経験経済下のブランデ
ィングに則した，ありうべき知財戦略の一例を
提示する。
図５においてデザイン対象と知的財産法体系

との関係を示すように，経験価値を体現するデ
ザイン要素のうち，機能便益を担う技術的特徴
については特許出願により，また情緒便益を担
う外観形状の特徴については意匠登録出願によ
り，一方，ブランド構成要素については商標登
録出願で権利網を構築することで，他社による
類似の顧客経験の提供に対する参入障壁を設け
ることが可能となる。
ただし，顧客経験のデザインに対する法的保

護を考える場合，サービス，製品，コモディティ

図４　BBVAのATM33）
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のデザインは経験デザインの構成要素となるが，
現行の法体系の下ではこれらは個々の法律によ
り個別的・部分的に保護されるに留まっている。

従来の技術経営を前提とするマーケティング
が重視してきた機能便益の多くは，商品に化体
する技術的知財によって実現される価値であっ
て，主として特許法，実用新案法による保護対
象となる。これに対し，経験価値マーケティン
グにおいて注目する「感覚」「情緒」「認知」「肉
体的経験」「ライフスタイル」「文化」等の情緒
便益に係る経験価値の多くは，（Ｃ）経験デザ
インと密接に関連する非技術的知財によって実
現される価値であって，意匠法，商標法，著作
権法，不正競争防止法（商品等表示・商品形態）
などとの関係が深い38）。
デザイン対象の変遷の歴史を鑑みれば，顧客
に提供する価値において，非技術的知財により
保護される要素の比重が増大することは明らか
であり，提供する顧客経験のデザインをトータ
ルに保護するための知財権ミックス戦略が一層
必要となる39）。
知財権ミックス戦略の一つのあり方として，

意匠権，商標権，不正競争防止法を総動員する
知財権ミックスによるブランディング支援を筆
者は提案する。図６は，その考え方を模式的に
表したもので，ある商品を市場投入する場合で
あって，最終的にその立体形状の一部または全

部をブランド化の対象とすることを目指すとき
に採用し得るマネジメントの一例を示している。
すなわち，ネーミング決定時に通常の商標登

録出願を行い，デザイン決定時に何らかの意匠
登録出願を行い，それぞれ登録を得る。市場投
入を行ってから３年間は，不正競争防止法によ
り他人による形態模倣商品の販売等が規制さ
れ，意匠権は登録から20年間は権利が存続し，
商標権は登録から10年ごとに更新することによ
り，権利期間を繰り返し延長することができる
ため，類似品・模倣品の出現を阻止しつつ，当
該商品の立体形状について自他商品識別力を高
めながら独占的かつ継続的に商品販売を続ける
ことができる。さらに，自他商品識別力が十分
に高まれば，不正競争防止法上の商品等表示と
して他人による周知表示の混同惹起行為や著名
表示の冒用が規制され，さらに当該立体形状に
ついて立体商標として出願し商標登録を得るこ
とができれば，立体形状に化体したブランドの
信用を商標権により半永久的に保護することが
可能となる，というコンセプトによるマネジメ
ントである。
このように，意匠法，商標法および不正競争
防止法を総合的に駆使することにより，高級自
動車のブランドマネジメントに見られるような
立体形状に係るブランディングにおいて，総合
的な知財権の活用が重要な役割を果たすことが
できるのである。
特に，新たに保護されることとなった音，色
彩，動き，ホログラム，位置の各商標による保
護の枠組みは，商標の定義規定に見られるよう
に「人の知覚によって認識することができるも
ののうち，文字，図形，記号，立体的形状若し
くは色彩又はこれらの結合，音その他政令で定
めるもの」であり，表２に示した戦略的経験価
値モジュールの各要素と密接に関連しているた
め，今後，知財実務において積極的な活用が期
待される。

図５　デザイン対象と知的財産権との対応37）
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4．2　知財実務のイノベーション

（1）知財実務とエスノグラフィー
3．2で紹介したデザイン思考によるイノベー
ションは，今後のイノベーションプロセスの主
流になるものと予測される。デザイン思考の特
徴の一つは，エスノグラフィー（行動観察）等
を通して，需要者に関する洞察（インサイト）
を得たうえで課題を見出し，イノベーションの
方向性を決定することにある。
エスノグラフィーとは，フィールドワーク等
を通じて対象とする人々の行動や思考を理解す
る一連の調査およびこれによって得た調査結果
の記録を指し，文化人類学や社会人類学の分野
における調査手法として実践されてきた手法で
あり，近年では商品開発，マーケティング等に
おける重要な手法として広く利用されている。
そこで筆者は，エスノグラフィーを知財業務
に適用することを提案する。
非技術的知財の保護対象は，意匠，商標，商
品等表示など様々であるが，特許に代表される
技術的知財と比較した場合に知財業務における
大きな違いは，出願書類等に表された権利客体
をその記載に基づいて評価するだけでは，適切
な議論ができない点にある。すなわち，非技術

的知財の実務においては，出願書類等に明示さ
れていない「権利客体の要部」を抽出し，ある
いは権利客体や商品等の直接的構成要素でない
「需要者の関心」「需要者の認識」「混同の可能性」
「模倣の成否」「取引の実情」などを検討する必
要が生じるのである。
例えば意匠の類否判断は，本願意匠と引用意

匠との共通点および差異点に係る形態を認定し
た上で，①その形態を対比観察した場合に注意
を引くか否かの認定およびその注意を引く程
度，②先行意匠群との対比に基づく注意を引く
程度の評価を行うとしている。このうち，①の
観点は，ａ）その部分が意匠全体の中で占める
割合の大小，ｂ）その部分が意匠に係る物品の
特性からみて，視覚的印象に大きな影響を及ぼ
す部分か，により認定・評価するとした上で，
さらにｂ）の観点は，物品の特性に基づき観察
されやすい部分か否かの評価を伴うとし，その
観点を，ⅰ）意匠に係る物品が選択・購入され
る際に見えやすい部位か否か，ⅱ）需要者（取
引者を含む）が関心を持って観察する部位か否
かを認定することにより抽出するとしている。
上記ⅰ），ⅱ）の何れの観点も，需要者の行

動特性に依存するため，具体的な需要者像とこ
れを前提とする行動特性などの，権利客体から

図６　知財権ミックス戦略によるブランディング支援
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離れた社会的要素が，意匠法における類否判断
に大きな影響を与える事項となる。
また，商標の類否判断や不正競争防止法にお
ける判断においても，需要者の行動特性や市場
実態など，知財実務上の判断に影響を与える要
因が社会的に存在する場合がある。
このため，実務家が中間処理等において望む
結果を得るためには，需要者特性等について観
念レベルの議論にとどまることなく，社会的現
実に即した主張，立証を論理的に行うことが必
要である。
知財業務において需要者特性について社会的
現実に即した議論を行うためには，需要者の現
実の行動を観察することが極めて有用であり，
エスノグラフィーの手法により需要者が実際に
選択・購入し，使用する場面を観察することに
より，上述のⅰ）ⅱ）の観点についての洞察（需
要者インサイト）を得ることが可能となる。

（2）知財実務とトゥールミンモデル
一般に知財業務においては，中間処理におい
て特許庁の審査官等を説得する必要が生じ，ま
た，無効審判や侵害訴訟においては当事者対立
構造の下で，自己に有利な結論を導くための議
論が必要となる。このような対立構造の下での
議論において力を発揮するのが，トゥールミン
モデルである。
トゥールミンモデルとは，議論学の進歩に大
きな影響を与えたスティーブン・トゥールミン
が示した一般的な論理構造であり40），その骨格
は図７のように示すことができる。
トゥールミンモデルは，競技ディベート等に
おいて立論を構築する際の基本的な技法として
多用されているが，意見書作成時などで説得力
のある論理を構築する場合にこれを用いること
は有用である。
知財実務，例えば意匠の類否判断における各
部の評価にトゥールミンモデルを適用する場

合，論証の各要素の対応関係は表４のようにな
る。なお，意匠の類否判断を含む知財実務の議
論においては，一般に様相限定（主張の蓋然性
の程度）と論駁（立論が適用されない範囲の宣
言）が重要な論理を構成することは多くない。

表４　トゥールミンモデルと意匠の類否判断41）

トゥールミンモデル 意匠の類否判断
データ 事実認定

主張
注意を引く／引かない 
および　その程度

論拠 注意を引く／引かない理由

裏付け
審査基準の各観点 
および／または　学説・判例

様相限定 ―
論駁 ―

（3）ケーススタディ
社会の変化に対応して新たな手法を柔軟に取
り入れていく姿勢は，知財戦略策定のような抽
象的な業務に限られず，非技術的知財のマネジ
メントのあらゆる場面で必要である。ここでは，
非技術的知財の例として意匠に着目し，具体的
な知財マネジメント業務である意匠中間処理に
おいて，エスノグラフィーとトゥールミンモデ
ルを適用する試みが奏功した例42）を紹介する。

① 事案の経緯
本願は，優先権主張を伴って2011年10月20日

に日本国に出願された意匠願第2011-24107号
「シガレットパック」である（図８）。

図７　トゥールミンモデルの骨格
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本願は，国際意匠登録第DM/057942号のシ
ガレットパックの意匠（図９）と類似するとし
て，表５の趣旨で拒絶査定となり，これを不服
として審判請求が行われた。

② 対応方針
審判請求にあたり，請求理由に係る論理は以
下のステップで構築された43）。
１）需要者像の明確化
２）エスノグラフィーによる行動特性把握
３）トゥールミンモデルによる論理構築
以下，各ステップの概要を説明する。

（ⅰ）需要者像の明確化
本件への対応においては需要者像を明確化し

た上で両意匠が非類似である旨の主張をするこ
ととし，本件意匠が，高価格帯の煙草に用いら
れるボックスタイプのシガレットパックに係る
意匠であることから，その需要者が単に自らの
嗜好に合う喫煙に関心があるにとどまらず，「た
ばこ容器の外観の美感にこだわりのある喫煙者
を中心とする喫煙者」であることを前提として
論理が構築された。
（ⅱ）エスノグラフィーによる行動特性把握
高価格帯のボックスタイプのシガレットパッ

クに収容されている煙草の流通，販売の実態を
調査し，さらに，そのような煙草の需要者が，
実際に選択・購入し，使用する場面の行動観察
が行われた。このエスノグラフィーから得た洞
察に基づいてブレイン・ストーミングを行い，
シガレットパックの注意を引きやすい部分につ
いての論拠・裏付けが整理された。
（ⅲ）トゥールミンモデルによる論理構築
類否判断に係る多数の論点のうち両意匠の相

違点を例に，審査官が拒絶査定において提示し
た論理をトゥールミンモデルに当てはめると表

図８　本願意匠

図９　引用意匠

図10　括れを有する容器の例

表５　拒絶査定の趣旨

全体的に比較した場合，物品が共通しており，ま
た，矩形状容器四隅に切り欠き部を設け，具体的
な態様として，正面視における上端及び下端部が
それぞれ最も幅が広くなるよう，切り欠きが括（く
び）れをもって構成されている態様が共通してお
り，これらが意匠としての特徴部であると認めら
れる。また，関口部の態様は，正面開口部に向か
い，傾斜をもって構成されている点が共通してお
り，意匠としての大部分を占めている点が共通し
ている。
一方，容器が括れて構成されている点と，直方体
で構成されている点に違いは認められるものの，
従来この種物品分野において，容器に括れを持た
せて構成することは行われており（図10），また，
本願意匠の括れ部は意匠全体から観察した場合，
極めて僅かな部分のものであるため，両意匠とし
ての特徴を異にする程の違いとは認められない。
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６の構造となる。

表６　拒絶査定における審査官の論理構造

主　　張：  両意匠としての特徴を異にする程の違
いとは認められない。

デ ー タ：  容器が括れて構成されている点と，直
方体で構成されている点。

論 拠 １：  従来この種物品分野において，容器に
括れを持たせて構成することは行わ
れている。

裏付け１：―
論 拠 ２：  本願意匠の括れ部は意匠全体から観察

した場合，極めて僅かな部分のもので
ある。

裏付け２：―

論理構築するにあたり，データとしての容器
の基本形状に係る事実認定を争うこととし，表
７に示すように，エスノグラフィーにより把握
した行動特性を根拠として，基本形状の相違点
に起因して両意匠の美感が異なる旨が主張され
た。

③ その他の論点と結果
その他，両意匠の面取り部の面の態様に係る

相違点の認定について，明確化された需要者像
を前提として，エスノグラフィーにより把握さ
れた行動特性に基づく主張を，また，本願の出
願前の公知意匠を論拠として，両意匠の共通点
に係る形態が注意を引く程度は小さい旨の主張
が，それぞれトゥールミンモデルにより論理構
築された。
このようにエスノグラフィーとトゥルーミン

モデルを駆使し，需要者を深く洞察し論理構成

表７　基本形状の相違に係る論理構造

主　　張：  基本形状に係る差異点により，両意匠
の美感は異なる。

データ１：  意匠全体の基本形状について，本願意
匠が四角い鼓（つづみ）型立体である
のに対し，引用意匠では直方体である。
すなわち，基本形状を構成する当該鼓
型立体の正面，背面，右側面および左
側面の態様について，本願意匠が水平
軸に沿って内側に抉（えぐ）れている
凹曲面をなしているのに対し，引用意
匠ではすべて平面である点

論 拠 １：  意匠全体の基本形状における差異点
は，意匠に係る物品全体の形態（基本
的構成）に係る差異点であるため，注
意を引く程度が極めて大きく，視覚的
印象に与える影響も極めて大きい。

裏付け１：  意匠審査基準22.1.3.1.2（4）（ⅰ）（a）「意
匠全体に占める割合についての評
価」。

論 拠 ２：  審査官が提示した括れを有する容器の
例は，いずれも本願の優先日以後に公
知となった意匠であり，先行意匠とな
らない。本願意匠は，全体の基本形状
が鋭角的な稜線を想起させる四角い
「鼓（つづみ）型立体」であって，上
下の端部よりも中間部の寸法が小さ
く設定されている点で，出願前の同種
物品の意匠には全く見られず，新規性
の高い，鋭角的で意外性のある美感を
有しており，両意匠の差異点は，本願
意匠の注意を引きやすい形態に起因
する，重要な相違点である。

裏付け２：  意匠審査基準22.1.3.1.2（4）（ⅱ）「先行
意匠群との対比に基づく評価」。

論 拠 ３：  シガレットパックは，自動販売機，た
ばこ屋またはコンビニエンスストア
などにおける購入時には，主として正
面，左側面および右側面が視認できる
状態で陳列され，また購入後の使用時
（喫煙時）には，シガレットパックは
手に持たれ，またはテーブル上に載置
されており，正面，背面，平面，左側
面および右側面が視認され得るもの
であるため，上述の基本形状に係る差
異点は，シガレットパックの用途およ
び機能，大きさ等に基づいて，需要者
に最も観察されやすく注意を引きや
すい部分に係る差異点である。

裏付け３：  意匠審査基準22.1.3.1.2（4）（ⅰ）（c）「物
品の特性に基づき観察されやすい部分
か否かの評価」。
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をした対応が行われた結果，本願意匠を登録す
べき旨の審決が出された。

5 ．	おわりに

現在は経済価値の中心が顧客の経験に移行し
た経験経済の時代であり，顧客経験をデザイン
するという視点が新たなビジネスモデルの創造
や商品開発の際に重要になっている。経験経済
の時代においては，製品の外観やブランドなど，
顧客に情緒便益を与える要素の重要度が増して
おり，それらと深いかかわりがある非技術的知
財の活用が期待される。
非技術的知財のうち製品の外観は美学・芸術
等に関わり，また，ブランドは商品学・心理学
等に関わる概念としてしばしば認識され，実務
においては論理よりもむしろ感性が必要である
かのように語られることが多い。しかしながら，
ここまでに見てきたように，非技術的知財に係
る実務において望む結果を得るためには，感性
よりもむしろ需要者／市場に対する洞察力や論
理構築能力こそが求められると言える。
そして，今後の知財業務においては，本稿で

示した知財権ミックス戦略によるブランディン
グ支援，エスノグラフィーによる需要者特性等
の把握，トゥールミンロジックによる論理構築
などの多様な視点や手法を柔軟に取り入れてい
くことが有用であり，これらの新たな考え方，
手法は，非技術的知財のマネジメントを格段に
高度化する可能性を秘めているものと考える。

注　記

 1） 本稿においては「デザイン」の用語を，「選択」「決
定」「設計」レベルの広義に用いており，製品の
外観のような狭義のデザインと異なる点に留意
を要する。

 2） Keeley, Larry, et al. （2013） Ten Types of Inno-
vation: The Discipline of Building Break-
throughs, John Wiley & Sons, Inc., pp.16-17の図
を基に筆者作成

 3） 特許または実用新案等によって保護されるよう
な技術的属性を有する知的財産以外の知的財産。
鈴木公明（2008）「経験デザインの法的保護」特
技懇No.249参照。

 4） シュンペーターはイノベーションを①新財貨の
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イノベーション。

 6） 新たな環境下では，従来のイノベーションを大
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カニバリズム（顧客の取り合い）が発生する新
事業への参入が遅れること。近年では，ソニー
の音楽配信事業への参入に見られた。

 8） 妹尾堅一郎（2009）『技術力で勝る日本が，なぜ
事業で負けるのか』ダイヤモンド社

 9） 古くは，日清インスタントラーメンの製法特許
が許諾された例が知られており，2015年１月に
は，トヨタの燃料電池車関連特許が無償開放さ
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 10） 例えば，恩藏直人監訳（2010）「戦略的ブランド
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 11） ルディー和子『合理的なのに愚かな戦略』（日本
実業出版社）

 12） 浜田治雄，鈴木香織（2008）「ブランド戦略と商
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ーナルVol.1，pp.161-173

 13） なお，ドイツ連邦最高裁判所で，BMW車のフロ
ントカバーが「（商品の）技術的結果を得るため
に必要とされる形状」であるとして拒絶された
事例（FSC判決，2007年５月24日，File No. I ZB 
37/04）がある。

 14） フロントグリルの形状について，意匠に係る物
品を乗用自動車とする部分意匠として登録を受
けても，最長でも登録から20年で権利期間が満
了するため，継続的ブランドマネジメントの支
援には限界がある。

 15） 知財高裁平成23年６月29日判決平成22（行ケ）
10253号

 16） 糸井久明（2004）「デザイン知財マネジメント―
デザイナーのための知的財産立国入門」海文堂
出版，東京都知的財産総合センター（2008）「中
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学MIP共同シンポジウム発表資料p.21

 20） 鈴木公明（2010）「包含関係にある複数の部分意
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ルVol.3，p.93
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（2005）『経験経済』ダイヤモンド社）．同書には，
経験の次には自己実現がデザイン対象となる旨
記載されているが，すでに先進国では現実のも
のとなっている。

 22） 経験経済下のビジネスとして，最も分かりやす
い成功事例は，ディズニーランドであろう。

 23） Schmitt, Bernd H.（1999）Experiential Marketing: 
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